
 

 平成 27年６月 12日 

各  位  

会 社 名 株式会社名学館 

代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 剛司 

（銘柄コ－ド：2455） 

問 合 せ 先  

役 職 ・ 氏 名 取締役 

小口 政嘉 

電 話    03-3404-4119 

 

商号の変更及び定款一部変更のお知らせ 

 

  当社は、平成 27 年６月 12 日開催の当社取締役会におきまして、平成 27 年 6 月 29 日

開催予定の定時株主総会で、「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、下記

のとおり商号を変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．商号の変更 

（１）商号変更の理由 

当社において、企業ブランド価値の向上に資するべく、当社商号を変更するとと

もに、次のとおり当社定款を変更するものであります。 

 

 （２）現在及び変更後の商号 

    現 在：株式会社名学館（英文：Ｍｅｉｇａｋｕｋａｎ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．） 

変更後：株式会社名学館ホールディングス 

（英文：Ｍｅｉｇａｋｕｋａｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．） 

 

  （３）変更予定日 

    本定時株主総会終結時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２． 

 （１）定款変更の理由 

    上記商号の変更に伴い、第１条（商号）を変更するものです。 

 

 （２）変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

 

    （下線部分は変更箇所を示します） 

現行定款 変更案 

 

 

第１章 総 則 

 

（商号） 

第１条   当会社は、株式会社名学館と称し、英文

では、Ｍｅｉｇａｋｕｋａｎ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．と称 

する。 

 

 

 

 

第１章 総 則 

 

（商号） 

第１条    当会社は、株式会社名学館ホールディン

グスと称し、英文では、Ｍｅｉｇａｋｕｋａｎ 

Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．と称する。 

  

 

（３）日程 

定時株主総会開催日       平成27年６月29日 

定款変更の効力発生日      本定時株主総会終結時 

 

以 上 


